
こんな時は江戸川区消費者センターに 

    ご相談ください。 
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令和 3年 4月発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一人で悩まず、ご相談ください！ 

 

 

 

契約・解約の 

トラブル 

悪質商法 

多重債務 

  架空請求 

くらしの中の

製品事故 



江戸川区消費者センター   
 

相談電話 ０３-５６６２-７６３７(直通) 

相談時間 月～金曜日午前９時～午後４時(土日祝は休み) 
◎土曜・日曜日でお急ぎの方は、 

全国消費者ホットライン「１８８
い や や

」番をご利用ください。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

イラストは「消費者庁イラストより 

◎消費者相談 
専門の消費生活相談員が区民の皆さまの 

相談内容に応じて、問題解決のための助言や 

あっせんなどを行っています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

消費者センターは 

  区民の相談窓口です！者
相談窓口です。 

 

～行政機関等をかたった 

“なりすまし”による手口に注意～ 
 

◎「コロナウィルスワクチンが接種できる。 

後日全額返金するので、お金を振り込むように」と 

保健所を名乗る電話があった。 
 

☆ワクチン接種は無料です。 

接種を受ける際の費用は、全額公費です。 
 

 


